
満４５歳以上の正規職員（再任用フルタイムを含む）が３月３１日退職した時の手続き

「退職互助部積立金払戻金 ４月上旬 「退職会員の部」へ加入

　請求書」提出 「退職会員の部」 「退職会員の部」加入届提出 退職互助部「退職会員」

　 （退規様式第１号） （４月１日に遡り生涯退職会員です）

※「退職互助部積立金払戻金請求書」は 「退職会員の部」加入しない

    郵送又は「加入説明会」当日に提出してください

「退職互助部積立金払戻金 ４月上旬 退職互助部「退職会員」

　請求書」提出 「退職会員の部」 「退職会員の部」へ加入 （４月１日に遡り生涯退職会員です）

（退規様式第１号） 加入説明会 「退職会員の部」加入届提出 ※「現職会員」（３号会員）として

※「退職互助部積立金払戻金請求書」の提出については 入会はできません

　郵送又は「加入説明会」当日に提出してください

「退職会員の部」加入しない 「現職会員」（３号会員）に入会する

「退職会員の部」未加入届提出 ３号会員入会届・入会記念品請求書提出

※ 「３号会員入会届」の提出期限は、

６月30日です
臨時的任用職員の退職時

４５歳未満の正規職員が３月３１日退職した時の手続き
「退職互助部積立金払戻金 「退職会員の部」の加入資格がないため

　請求書」提出 「退職互助部積立金払戻金請求書」

（退規様式第１号） 　提出のみ

再任用フルタイムとして勤務される方②

臨時的任用職員として勤務する方 （「退職会員の部」と「現職３号会員」の重複加入はできないため次の選択が必要です）

④

ご注意ください→

＜別紙＞

③

６月３０日

までに

意思表示が

必要です

引き続き「現職会員」のため

手続きの必要はありません

①

６月３０日

までに

意思表示が

必要です

加入説明会

「退職会員の部」未加入届提出

(非常勤講師・会計年度任用職員・任期付短時間職員・再任用短時間職員として勤務する。民間等に就職する。就業しない。など)

臨時的任用職員や再任用フルタイムとして勤務しない方

 「退職会員の部」への加入はできません


